
































 　　訪問介護員 （ホームヘルパー）

・健康チェック・環境整備・相談援助・情報収集・情報提供・サービス提供後の記録

・身体介護（身体に直接触れて行う介助と、それに伴う準備や片付け）

　　清拭や入浴等の身体整容　口腔ケア

　　介助（食事・排泄・更衣・服薬・移動・通院・外出・起床・就寝）

　　自立支援や重度化防止（日常生活に関する動作を一緒に行う事で

　　を向上させる）

・生活支援（身体に直接触れない範囲の身の回りの支援）

　　掃除　　　買い物　　　ベッドメイク　　衣類の整理や被服の補修

　　洗濯　　　配膳下膳　　一般的な調理　　薬の受け取り等の日常生活の援助など

・利用者の日々の生活全般を支える中で、『いつもとちょっと違う』ことや変化に気づく

　ことは訪問介護員の重要な役割です。また、訪問介護員は利用者と二人きりになる場合

　が多く、一番身近な存在であるため、本人の『想い』や『希望』を耳にすることもあり

　ます。

　＜訪問介護で行えないこと（できると誤解されていること）＞

　※「何でもヘルパーさんに頼まんかい」と言われますが何でもできるわけではありません。

　訪問介護で行えることは老計第１０号（平成１２年３月１日付厚生省老人保健福祉局企画

　課長通知）において示されています。

・褥瘡処置、摘便、巻き爪など変形したつめ切り、医師の処方によらない医薬品使用の介助

・たん吸引（所定の研修を受講した者のみ行える）

・マッサージやリハビリ的行為

・綿密な栄養管理

・預貯金通帳やカードを利用者から預かること、預貯金の引き出し・入金

・日常生活に必要な物以外の買い物

・草引きなどの生活に不可欠でない家事

・服薬の「介助」（一包化された薬の準備、服薬の声かけ）はできるが

　　　　「管理」（一包化されていない薬の整理）はできない

　　　在宅における役割・仕事内容
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